
 

公聴会に参加 者等 実費弁償に関 条例 一部を改正 条例を

に公  

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 条例第 号 

公聴会に参加 者等 実費弁償に関 条例 一部を改正

条例 

公聴会に参加 者等 実費弁償に関 条例 昭和 瀬戸 条例

第 号 一部を次 うに改正  

次 表 改正前 欄に掲 規定を同表 改正 欄に掲 規定に下

線 示 うに改正

改正  改正前 

定義  定義  

第 条 前条 公聴会に参加し 者等 次に

掲 者をいう  

第 条 前条 公聴会に参加し 者等 次に

掲 者をいう  

 法第 条 第 項及び第 条第

項 段 法第 条 第 項に い 準

用 場合を含む 並びに公職選挙法 昭

和 法 第 号 第 条第 項

規定に 出頭し 選挙人そ 他 関係人 

 法第 条 第 項及び第 条第

項並びに公職選挙法 昭和 法 第

号 第 条第 項 規定に 出頭し

選挙人そ 他 関係人 

 法第 条 第 項 法第 条第

項に い 準用 場合を含む 規定

に 出頭し 参考人 

 法第 条第 項 第 条 第

項及び第 条第 項に い 準用 場

合を含む 規定に 出頭し 参考人 

及び  ＜省略＞ 及び  ＜省略＞ 

 法第 条 第 項 法第 条第

項に い 準用 場合を含む 規定

に 公聴会に参加し 者 

 法第 条第 項 第 条 第

項及び第 条第 項に い 準用 場

合を含む 規定に 公聴会に参加し

者 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

  



 

附 則 

条例 地方自治法 一部を改正 法 成 法 第

号 附則第 条 し書に規定 規定 施行 日又 条例 公

日 い 遅い日 施行  


